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日本放送協会 理事会議事録 

（２０２３年 ７月１１日開催分） 

２０２３年 ７月２８日（金）公表 

 

＜会議の名称＞ 

理事会 

 

＜会議日時＞ 

２０２３年 ７月１１日（火）午前１０時００分～１０時３０分 

 

＜出席者＞ 

稲葉会長、井上副会長、小池専務理事、竹村専務理事、 

林専務理事、山名専務理事、根本理事、中嶋理事、 

安保理事、熊埜御堂理事、山内理事、寺田理事・技師長 

大草監査委員 

 

＜場所＞ 

放送センター役員会議室 

 

＜議事＞ 

稲葉会長が開会を宣言し、議事に入った。 

 

 

付議事項 

１ 審議事項 

（１）退任役員の退職金について 

（２）２０２２年度（令和４年度）インターネット活用業務実施計画の

実施状況とその評価について 

（３）インターネット活用業務の実施状況の３か年評価（２０２０－２

０２２年度）について 

（４）２０２３年度後半期の国内放送番組の編成について 
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（５）２０２３年度後半期の国際放送番組の編成について 

（６）地域放送会館の建設について 

（７）放送受信規約取扱細則の一部変更について 

 

２ 報告事項 

（１）放送番組審議会議事録（資料） 

 

３ 審議事項 

（８）第１４２８回経営委員会付議事項について 

 

議事経過 

 

 

１ 審議事項 

（１）退任役員の退職金について 

（秘書室） 

２０２３年１月２４日付で退任した前田晃伸前会長、２０２３年２月

１１日付で退任した正籬聡前副会長、２０２３年４月２４日付で退任し

た伊藤浩前専務理事、児玉圭司前理事に対する退職金については、「会

長、副会長および理事の退職金支給基準」に基づき、退職金を基準のと

おり支給したいと思います。なお、前田晃伸前会長については、「スリ

ムで強靱なＮＨＫ」を掲げ、改革を推進してきた功績と、「ＮＨＫプラ

スのＢＳ配信問題」など３年間の会長職の取り組みを総合的に勘案し、

退職金支給基準第６条に基づき１０％減額することとしたいと思いま

す。なお、退職金支給基準第５条は適用しません。以上、審議をお願い

します。 

本件が了承されれば、本日開催の第１４２８回経営委員会に諮りま

す。 

 

（山内理事）  過去に前会長の退職金を規定の支給額から減じた例は

ありますか。 
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（秘書室）   過去に２例あります。海老沢勝二元会長と橋本元一元

会長で、それぞれ１００％の減額となっています。 

 

（会 長）   ほかにご意見等がありませんので、原案どおり了承

し、本日開催の第１４２８回経営委員会に諮ります。 

 

（２）２０２２年度（令和４年度）インターネット活用業務実施計画の

実施状況とその評価について 

（根本理事） 

ＮＨＫインターネット活用業務実施基準（以下、「実施基準」）第８

条第１項の規定に基づき、２０２２年度（令和４年度）インターネット

活用業務実施計画（以下、「２０２２年実施計画」）の実施状況とその

評価の案について、審議をお願いします。本件が決定されれば、実施基

準同条第３項に基づき、すみやかに公表します（注）。 

まず、実施状況の「概況」についてです。ＮＨＫは、放送法第１５条

に掲げられた目的を達成するため、放送法、実施基準、２０２２年度実

施計画等に基づき、２０２２年度のインターネット活用業務を実施しま

した。インターネット活用業務総体として、公共の福祉の実現に向けた

価値を提供し、信頼される「情報の社会的基盤」としての役割を果たし

ていくために、放送番組とその理解増進情報の提供を行いました。 

インターネット活用業務の実施にあたっては、２０２２年度実施計画

の冒頭に示したインターネット活用業務基本方針に則り、同実施計画の

各項目の記載内容に沿って業務を実施しました。また、インターネット

活用業務審査・評価委員会の２０２１年度答申第２号に示された見解に

留意して業務を行いました。 

なお、実施基準については、在外邦人が日本語による放送番組を視聴

できる機会を拡大するための変更について、２０２２年１２月、総務大

臣の認可を得ました。当該変更の施行日は２０２３年４月１日です。 

実施状況には、「概況」のほか、「インターネット活用業務の種

類」、「２号受信料財源業務について」、「２号有料業務について」、
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「放送法上の努力義務に係る取り組みについて」、「３号受信料財源業

務について」、「３号有料業務について」、「インターネット活用業務

の実施に要した費用について」、「インターネット活用業務の経理につ

いて」、「インターネット活用業務審査・評価委員会について」、「イ

ンターネット活用業務に関する意見・苦情等への対応について」、「サ

ービスの利用状況について」、「競争評価指標の観測状況について」を

記載し、別表として「２号受信料財源業務の各サービスの利用状況（２

０２２年度）」を記載しています。 

次に、実施状況の評価の「評価の目的」についてです。２０２２年度

（令和４年度）インターネット活用業務実施計画の実施状況の評価は、

実施基準第８条第１項に基づき、２０２２年度のインターネット活用業

務が実施基準および２０２２年度実施計画に則り適切に実施されたこと

を確認することによってＮＨＫのインターネット活用業務の透明性の確

保に資すること、および、当該業務の改善に資することを目的として行

います。 

次に、「２０２２年度実施計画の実施状況の評価」についてです。Ｎ

ＨＫは、放送法第１５条に掲げられた目的を達成するため、放送法、実

施基準、２０２２年度実施計画等に基づき、２０２２年度のインターネ

ット活用業務を実施しました。公共の福祉の実現に向けた価値を提供

し、信頼される「情報の社会的基盤」としての役割を果たしていくため

に、放送番組とその理解増進情報の提供を行いました。年間を通じて実

施基準および２０２２年度実施計画からの逸脱はなく、それらに則って

適切にインターネット活用業務を実施しました。 

実施したサービスの公共性と市場競争への影響、実施に要した費用、

区分経理の適正を確保するための手続き、受信料制度の趣旨との整合

性、利用者からの意見・苦情等の内容、手続きの適切性の観点ごとに評

価を行い、２０２２年度実施計画の実施状況は妥当であったと考えられ

るとまとめています。 

次に、「インターネット活用業務審査・評価委員会の見解等」につい

てです。「２０２２年度（令和４年度）インターネット活用業務実施計

画の実施状況とその評価」については、実施基準第９条第３項に基づ
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き、委員会に諮問して、インターネット活用業務の公共性および市場競

争への影響等、公共放送の業務としての適切性を確保する観点からの見

解を求めました。委員会からは、２０２３年度答申第１号として、「２

０２２年度（令和４年度）インターネット活用業務実施計画の実施状況

に係る協会の評価は、妥当であると考える」旨の答申を得ました。ま

た、２０２４年度（令和６年度）インターネット活用業務実施計画の策

定にあたっての留意事項として、「公共的価値と市場影響の総合衡量を

可能にするために、実施する各サービスがどのような価値の実現に寄与

するのかについて、適切に整理すること」、「インターネットの特性を

活用した情報提供をその効果が 大となるように行うことで、より多く

の視聴者・国民にとって適切な公共的価値の提供に努めること」、「放

送法第１５条に掲げられたＮＨＫの目的の達成に資するサービスの継

続・強化に取り組み、公共的価値の 大化に努めること」、市場競争へ

の影響の評価について、引き続き「市場動向を注視すること」、ＮＨＫ

プラスについて「２０２２年度の取り組みの結果も踏まえつつ、受信料

制度との整合性を保ちながらさらなる認知と拡大に努めること」等が示

されました。 

２０２３年度においても、ＮＨＫはインターネットも積極的に活用し

て、信頼される「情報の社会的基盤」としての役割を果たせるよう、放

送法、実施基準等に則り、インターネット活用業務を適切に実施してい

きます。また、委員会の２０２３年度答申第１号に示された見解を踏ま

えて、２０２４年度の実施計画を策定し、インターネット活用業務のさ

らなる改善に取り組みます。 

本件が決定されれば、本日開催の第１４２８回経営委員会に報告しま

す。 

 

（会 長）   ご意見等がありませんので、原案どおり決定し、本日

開催の第１４２８回経営委員会に報告します。 

 

注：「２０２２年度（令和４年度）インターネット活用業務実施計画の

実施状況とその評価」は、ＮＨＫのウェブサイト「ＮＨＫオンライン」
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の「ＮＨＫのインターネット活用業務について」に掲載しています。 

 

（３）インターネット活用業務の実施状況の３か年評価（２０２０－２

０２２年度）について 

（根本理事） 

 放送法第２０条第１８項およびＮＨＫインターネット活用業務実施基

準（以下、「実施基準」）第８条第２項の規定に基づき、インターネッ

ト活用業務の実施状況の３か年評価の案について、審議をお願いしま

す。本件が決定されれば、実施基準同条第３項に基づき、すみやかに公

表します（注）。 

 まず、「評価の目的」です。インターネット活用業務の実施状況の３

か年評価は、ＮＨＫのインターネット活用業務の改善に資することを目

的として行います。 

 次に、「評価の対象期間」です。この３か年評価の対象期間は、２０

２０年度から２０２２年度までの３年間です。 

 次に、「対象期間における外部環境の変化」です。「社会全体の変

化」、「法令等の変化」、「技術の発達」、「需要の動向」、「情報空

間の変化」について記載しています。 

次に、「対象期間におけるインターネット活用業務の概況」です。

「ＮＨＫプラス」で正確で迅速なニュースや質の高い多彩な番組を提供

したこと、新型コロナウイルスの感染拡大に対応して、特設サイトを開

設して命と暮らしを守る正確な情報の提供に努めたこと、「ＮＨＫ ｆ

ｏｒ Ｓｃｈｏｏｌ」で在宅学習を支援するコンテンツを提供したこ

と、ＳＮＳの普及や年層による利用の偏り、フィルターバブルといった

課題を念頭に、番組の周知・広報にＳＮＳを積極的に活用したこと、国

際インターネット活用業務では、外国人向けの英語によるテレビ国際放

送の番組に、ＡＩも活用して字幕を付与するなどして多言語化の取り組

みを進めたこと、ＮＨＫのインターネットサービスに期待される役割を

検証する社会実証を実施したことなどを記載しています。 

次に、「実施状況の３か年評価」です。公共性については、この期間

を通じて、各事業年度の実施計画において各サービスの目的を明示し、
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実施計画に基づき実施したことを踏まえると、インターネット活用業務

総体として、放送法第１５条に掲げられたＮＨＫの目的の達成に資する

サービスを提供できたと考えられます。市場競争への影響については、

競合事業者等からの意見・苦情として要件を満たすものはなかったこ

と、想定した市場におけるＮＨＫのサービスのシェアと市場集中度は公

正な競争を阻害するおそれのない水準であったことから、ＮＨＫのイン

ターネット活用業務は、市場の競争を阻害するようなものにはなってい

ないと考えられます。外部環境の変化については、新型コロナウイルス

の感染拡大や国際情勢の急激な変化といった社会の変化、スマートフォ

ンの普及等といった技術の発達、スマートフォンやテレビ端末でのイン

ターネットの利用増や、動画共有・配信サービスの利用増等といった需

要の動向、フェイクニュース等の情報空間の変化に対して、各サービス

においてそれぞれ対応していることから、概ね適切に対応できたと考え

られます。これらのことから、２０２０年度～２０２２年度の３年間に

実施したインターネット活用業務の実施状況は、妥当であったと考えら

れます。 

次に、「今後の課題について」です。拡大する情報空間に対する課題

は幅広く認識されており、ＮＨＫが「情報空間の参照点」を提供するこ

とについて視聴者・国民の期待があると考えています。特に、２０２２

年度に行った「ＮＨＫ経営計画（２０２１－２０２３年度）」の修正で

示した「安全・安心」「あまねく伝える」を重視し、信頼できる情報の

担い手として情報空間の課題に向き合い、健全な情報空間の維持に貢献

することが求められています。そうした期待に応えるため、公共メディ

アとして提供すべきサービスは何か、不断の検討が必要と考えていま

す。 

また、「ＮＨＫプラス」をはじめとした各種のインターネットサービ

スはさらに多くの方々に利用いただける余地があります。年代ごとの利

用率にも差があり、特に若年層の利用が進んでいません。外部プラット

フォームも適切に活用した各サービスの認知向上、利用促進も課題で

す。 

これらの課題については、２０２３年度中に策定、公表する次期中期
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経営計画および２０２４年度の実施計画を策定する際に、具体的な検討

を行います。また、検討の結果、必要となる場合は、実施基準変更の認

可申請を行います。 

続いて、「インターネット活用業務審査・評価委員会の見解等」で

す。この３か年評価については、インターネット活用業務審査・評価委

員会（以下、「委員会」）に諮問し、「協会の３か年評価に問題はな

く、妥当であると考える」旨の答申を得ました。また、次期中期経営計

画におけるインターネット活用業務に係る事項の計画の策定にあたって

の留意事項として、「次期中期経営計画の対象期間における協会のイン

ターネットサービスがどのような価値の実現に寄与するのかについて、

いっそう整理、明確化していくこと」、「公共放送事業者として提供す

べき情報を、『いつでも、どこでも』届けられるように、環境を整えて

いくこと」、「引き続き技術の発達や需要の動向、情報空間の変化とい

った外部環境の変化に注視し、適時適切に対応していくこと」、「中長

期的な視点においても協会のサービスが市場競争を阻害することなく健

全な市場競争の維持に寄与するかについて、十分な検討を行うこと」、

総務省の有識者会合等で行われている協会のインターネット活用業務の

在り方等についての「議論を注視しつつ、協会が行うべきサービスにつ

いて不断の検討を行うこと」等が示されました。 

これからも、ＮＨＫは、放送法、実施基準等に則り、インターネット

活用業務を適切に実施していきます。また、委員会の答申を踏まえ、次

期中期経営計画および２０２４年度の実施計画の策定作業を通じて、イ

ンターネット活用業務のさらなる改善を図ります。 

本件が決定されれば、本日開催の第１４２８回経営委員会に報告しま

す。 

 

（会 長）   ご意見等がありませんので、原案どおり決定し、本日

開催の第１４２８回経営委員会に報告します。 

 

注：「インターネット活用業務の実施状況の３か年評価（２０２０－２

０２２年度）」は、ＮＨＫのウェブサイト「ＮＨＫオンライン」の「Ｎ
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ＨＫのインターネット活用業務について」に掲載しています。 

 

（４）２０２３年度後半期の国内放送番組の編成について 

（メディア戦略本部） 

２０２２年度後半期の国内放送番組の編成について、審議をお願いし

ます。 

まず始めに、１２月１日（金）からの再編でＮＨＫ ＢＳとＮＨＫ Ｂ

Ｓプレミアム４Ｋが誕生する衛星波について説明します。 

１２月という不定期なタイミングでの改定となるため、視聴者のみな

さまの視聴習慣を崩さないよう、現在、ＢＳ１とＢＳプレミアムで放送

している番組については、放送時間の変更を 小限にしました。ＢＳ１

とＢＳプレミアムでよくご覧いただいている時間帯の編成を保ちなが

ら、ゾーンごとに合体させます。中には放送時間を変更する番組もある

ため、早期から周知を実施し、丁寧な対応を行います。こうした方針に

基づいて編成を行い、ＮＨＫ ＢＳは、ＢＳ１とＢＳプレミアムの良い

ところを凝縮した、国際情報・スポーツ・エンターテインメントの魅力

あふれる新たなチャンネルとして誕生します。 

ＮＨＫ ＢＳの番組について、詳しく説明します。朝から日中にかけ

ての「ワールドニュース」は、現在のＢＳ１とほとんど同じ時間帯で放

送します。午前７時台の連続テレビ小説、「にっぽん縦断こころ旅」

は、ＢＳプレミアムで非常によくご覧いただいていますので、放送時間

を変更しません。午前９時台から１１時に編成する「ワイルドライ

フ」、「世界ふれあい街歩き」などは、ＢＳプレミアムの放送時間を変

更して移設します。午後１時の「プレミアムシネマ」は、放送時間を変

更しませんが、大相撲の放送期間中は休止となります。午後５時から１

０時の「教養・ドラマ・エンターテインメント・スポーツゾーン」に

は、ＢＳプレミアムで放送している教養番組、ドラマ、音楽番組、エン

ターテインメント番組や、ＢＳ１で放送しているスポーツ番組など、多

彩なコンテンツが並びます。放送時間を変更しない番組が多く、これま

での視聴習慣を崩さないようにしています。月曜日午後６時台には、現

在のＢＳ４Ｋで好評をいただいている大河ドラマアンコール「篤姫」を
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新設しました。午後１０時以降は、「国際報道２０２３／２０２４（１

月～）」、「ＢＳ世界のドキュメンタリー」など、ＢＳ１で人気のコン

テンツを、放送時間を変更せずに編成します。 

続いて、ＮＨＫ ＢＳプレミアム４Ｋです。金曜日午後８時台から１

２時までと、土曜日の午後６時から１２時までを「４Ｋらしさを強く発

揮していく番組ゾーン」とし、長時間の海外中継、スペシャルライブ、

大型の自然番組などの強力なコンテンツを編成します。 

ここから地上波と音声波の後半期の番組編成について説明します。 

後半期の改定は、各波ともに、１０月２日（月）から実施します。 

まず、総合テレビジョンです。後半期からの連続テレビ小説は、戦後

の大スター、笠置シズ子さんをモデルとした「ブギウギ」です。２０２

４年１月からは、大河ドラマ「光る君へ」が始まります。紫式部を主人

公に、変わりゆく世を自らの才能と努力で生き抜いた女性の愛の物語を

お届けします。平日の午後１１時台は３か月ごとに個性的なコンテンツ

を入れ替えて編成しています。月曜日の「超多様性トークショー！なれ

そめ」は、カップルのなれそめをきっかけにさまざまな人生の楽しみ方

についてトークする番組です。火曜日は、現役世代によく見られている

「１００カメ」が４シーズン目の放送に入ります。水曜日の「笑わない

数学」は、昨年度に放送して話題を呼んだシリーズの再登場です。難解

な数学の世界を芸人のパンサー尾形さんがお笑い抜きで解説していく、

知的エンターテインメント番組です。 

次に、教育テレビジョン（Ｅテレ）です。平日夜間の「ソーイング・

ビー」や「ねほりんぱほりん」など、年度当初から後半期に予定されて

いた番組を編成するほか、土日のアニメの枠で新シリーズが始まりま

す。また、月曜日から木曜日の午後１１時３０分からの語学番組が「し

あわせ気分のイタリア語、フランス語、ドイツ語、スペイン語」に変更

になります。 

次に、ラジオ第１放送です。プロ野球のシーズン終了にともなう編成

の変更があります。土曜日の午後２時５分からの「古家正亨のＰＯＰ★

Ａ」は、Ｋ－ＰＯＰアーティストの楽曲を中心に、アジアのポップな音

楽とカルチャートレンドをお届けする番組です。半年ぶりに定時番組と
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して復活します。続く時間帯の午後４時からの「佐藤二朗とオヤジの時

間」は、開発番組での放送が好評だったため定時番組として放送しま

す。 

次に、ラジオ第２放送です。これまで月曜日から土曜日の午後１１時

４０分に編成してきた「高校講座ライブラリー」を廃止しますが、これ

らは番組ホームページに音源を掲載し、引き続きいつでも学習できる環

境を提供します。また、前半期の「ポルトガル語入門」の後続番組とし

て、「ポルトガル語ステップアップ」が始まります。 

ＦＭ放送については、前半期からの変更はありません。 

データ放送、字幕放送、解説放送などの補完放送についてです。デー

タ放送は、後半期から始まる連続テレビ小説、大河ドラマでも行いま

す。字幕放送、解説放送は、連続テレビ小説、大河ドラマ以外の複数の

新設番組でも行います。また、総合テレビジョンの日曜日午後８時４５

分からのニュースで手話放送を開始します。 

本件が決定されれば、本日開催の第１４２８回経営委員会に報告しま

す。 

 

（井上副会長） １２月の衛星波の再編については、視聴者のみなさま

への影響を 小限に留め、衛星放送を引き続きより多く

の方々にご覧いただくために、非常に重要な意味合いが

あると思います。 

 

（会 長）   ほかにご意見等がありませんので、原案どおり決定し

ます。 

 

（５）２０２３年度後半期の国際放送番組の編成について 

（国際放送局） 

２０２３年度後半期の国際放送番組の編成について、審議をお願いし

ます。 

「ＮＨＫワールド ＪＡＰＡＮ」のテレビジョン国際放送（英語によ

る外国人向け放送）では、平日の午後８時から放送しているニュース番
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組「ＮＥＷＳＲＯＯＭ ＴＯＫＹＯ」の再放送の回数を１回から２回に

増やし、日本とアジアの１日の動きをより一層、手厚く発信します。 

日本語による在外邦人向けラジオ国際放送「ラジオ日本」では、基本

的に国内向けのラジオ第１放送の番組を同時放送しています。プロ野球

シーズンの終了に伴い、ラジオ第１放送の「プロ野球２０２３」が他番

組に変更となるため、「ラジオ日本」の放送内容も変更となります。 

在外邦人向けの日本語テレビ放送「ＮＨＫワールド・プレミアム」

と、ラジオ国際放送（多言語による外国人向け放送）は、前半期からの

変更はありません。 

後半期の改定は国内放送番組と同様、１０月２日（月）から実施しま

す。 

本件が決定されれば、本日開催の第１４２８回経営委員会に報告しま

す。 

 

（会 長）   ご意見等がありませんので、原案どおり決定します。 

 

（６）地域放送会館の建設について 

（経理局） 

現在進めている地域放送会館の移転整備については、２０２３年から

の受信料値下げによる今後の財政状況や建設コスト上昇を踏まえ、放

送・通信融合時代に相応しい会館建設のあり方を検討していきたいと思

います。 

本件が決定されれば、本日開催の第１４２８回経営委員会に報告しま

す。 

 

（会 長）   ご意見等がありませんので、原案どおり決定します。 

 

（７）放送受信規約取扱細則の一部変更について 

（視聴者局） 

 放送受信規約取扱細則の一部変更について、審議をお願いします。 

今回の変更は、受信料の値下げに伴う日本放送協会放送受信規約の一部
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変更、および学生を対象とする免除の拡大に伴う日本放送協会放送受信

料免除基準の一部変更に即した所要の整備を行うものです。主な変更点

は次の通りです。 

まず、新たに免除対象として追加した「年間収入が一定額以下の学

生」等を事由とする免除申請に必要な証明書類について規定します。 

次に、学生への免除を拡大するにあたり、対象となる学生や親元などへ

の十分な周知・申請期間を確保する観点から、新たな免除基準を施行す

る１０月から１年間（２０２４年９月３０日まで）、免除の遡及適用を

実施することを規定します。 

本件が決定されれば、２０２３年１０月１日から施行します。 

 

（会 長）   ご意見等がありませんので、原案どおり決定します。 

 

２ 報告事項 

（１）放送番組審議会議事録（資料） 

（メディア編成センター・国際放送局） 

メディア編成センターと国際放送局から、中央放送番組審議会、国際

放送番組審議会、地方放送番組審議会（関東甲信越、近畿、中部、中

国、九州沖縄、東北、北海道、四国）の２０２３年５月開催分の議事録

についての報告。 

 

３ 審議事項 

（８）第１４２８回経営委員会付議事項について 

（経営企画局） 

本日開催の第１４２８回経営委員会の付議事項について、審議をお願

いします。 

付議事項は、議決事項として「退任役員の退職金について」です。報

告事項として「２０２２年度（令和４年度）インターネット活用業務実

施計画の実施状況とその評価について」、「インターネット活用業務の

実施状況の３か年評価（２０２０－２０２２年度）について」、「２０

２３年度後半期の国内放送番組の編成について」、「２０２３年度後半
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期の国際放送番組の編成について」、「地域放送会館の建設について」

です。その他事項として『総務省 デジタル時代における放送制度の在

り方に関する検討会「公共放送ワーキンググループ」について』です。 

 

（会 長）   ご意見等がありませんので、原案どおり決定します。 

 

 

以上で付議事項を終了した。 

 

 

上記のとおり確認した。 

 

２０２３年 ７月２５日 

 

会 長  稲 葉 延 雄 


